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証券コード　5729

平成28年６月６日

株 主 各 位
東京都新宿区下宮比町３番２号

日 本 精 鉱 株 式 会 社
代表取締役社長 木 嶋 正 憲

第121期 定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第121期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く
ださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、後記の株主総会参考書類をご覧いただき、お手数ながら同封の議決権
行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成28年６月28日（火曜日）午後５時まで
に到着するようご返送賜りたく、お願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都新宿区下宮比町３番２号

当社会議室（本通知書裏面ご参照）
３．会議の目的事項

報 告 事 項 １．第121期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人
及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第121期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の配当の件
第２号議案
第３号議案

監査役２名選任の件
監査役の報酬枠改定の件

４．議決権の行使等についてのご案内
株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主１名を代理

人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明
する書面のご提供が必要となりますのでご了承ください。

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申しあげます。
株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた

場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます｡
（アドレス http://www.nihonseiko.co.jp）

－ 1 －

株主各位
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（提供書面）

事　業　報　告

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

１．当社グループの現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢の改善傾向が続いている

ものの、企業業績にはばらつきが見られ、個人消費の回復は弱く、全体とし

て景気は横ばいの状況となっております。また、海外においては、中国をは

じめとする新興国の景気下振れ懸念、米国の金融政策転換の影響、資源価格

の下落の影響、地政学的リスクなど、景気の先行きについては、依然として

不透明な状況にあります。

このような環境下、当社グループは国内外での販売力の強化に努めるとと

もに、製造力及び技術力の向上、様々な工程での無駄の排除及び改善などに

取り組んでまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は前年度比1,369百万円減収（10.4％減

収）の11,797百万円、営業利益は同436百万円減益（45.0％減益）の532百万

円、経常利益は同468百万円減益（48.1％減益）の505百万円、親会社株主に

帰属する当期純利益は同290百万円減益（48.1％減益）の312百万円となりま

した。

セグメントごとの業況は次のとおりです。

［アンチモン事業］

同事業の原料であり、製品販売価格の基準ともなるアンチモン地金の国際

相場（ドル建）は、5月初旬まで上げ基調で、トン当たり8,900ドルまで上昇

しましたが、主産地である中国での景気減速により同国の内需が低迷し在庫

が増加したことから、一転して下げ基調に転じました。その後は半年以上に

わたる下落が続いた後、12月半ばに漸く下げ止まり、小康状態となりました

が、当連結会計年度末にはトン当たり5,475ドルまで下落しました。

同事業の販売状況につきましては、家電製品向けなどの国内需要が低調で

あったことや中国製品の安値販売攻勢などにより、販売数量は前年度比で減

少し、421トン減少（6.2％減少）の6,362トンでありました。

その結果、同事業の当連結会計年度の売上高は、販売数量の減少と販売価

格の落ち込みにより、前年度比1,187百万円減収（16.0％減収）の6,240百万

－ 2 －

事業の経過及びその成果、設備投資等の状況
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円となりました。セグメント利益は急激且つ大幅な価格の落ち込みと生産量

減少に伴う製品単位当たりの固定費負担増などにより、収益性が悪化し、同

350百万円減益の68百万円のセグメント損失となりました。

［金属粉末事業］

同事業の主原料である銅の国内建値は当連結会計年度平均で、トン当たり

675,500円となり、前年度比11.8％の下落となりました。

電子部品向け金属粉の販売状況につきましては、スマートフォン関連需要

が上半期は堅調に推移しましたが、下半期にはその需要に陰りが見られるよ

うになってきました。一方、軟磁性材向けの販売が堅調でしたので、販売数

量は、前年度比173トン増加（22.5％増加）の942トンとなりました。

粉末冶金向け金属粉につきましては、主用途である自動車部品向けが、や

や軟調となっており、販売数量は、同13トン減少（0.8％減少）の1,766トン

となりました。

全体の販売数量は、同160トン増加（6.3％増加）の2,708トンでありまし

た。

その結果、同事業の当連結会計年度の売上高は原料銅価格下落の影響など

により、前年度比180百万円減収（3.2％減収）の5,537百万円となりました。

セグメント利益は、同79百万円減益（12.2％減益）の572百万円となりまし

た。

［その他］

不動産賃貸事業の売上高は19百万円（前年度比10.1%減収）、セグメント利

益は19百万円（前年度比8.3%減益）でありました。

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度に当社グループは、総額703百万円の設備投資を行いまし

た。

その主な内容は以下のとおりであります。

［アンチモン事業］

当連結会計年度におきましては、倉庫更新や新築に93百万円、生産設備の

更新や拡充に10百万円、製造作業環境改善設備への投資4百万円に、備品・建

物改築等を加えて総額139百万円の投資を行っております。

－ 3 －

事業の経過及びその成果、設備投資等の状況
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［金属粉末事業］

当連結会計年度におきましては、一貫生産出荷体制確立を目的として、つ

くば工場の検査・分析室を備えた倉庫棟の建設に312百万円、生産及び検査設

備に156百万円、野田工場の生産設備更新等に97百万円、総額563百万円の投

資を行いました。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度に実施いたしました資金調達の状況につきましては、記載

すべき重要な事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、平成28年度から平成30年度までの３ヶ年を活動期間とす

る中期経営計画を策定し、その中で「事業基盤の改善と強化を行い、収益力

の向上を図る」ことを基本方針に掲げ、具体的な施策として、既存製品の継

続成長・選択と集中・新製品の開発、グローバルな視点での事業推進、生産

性の向上、安全衛生活動の推進、人財育成を行うことで、企業価値の向上を

目指してまいります。

アンチモン事業においては、国内需要の縮小均衡傾向や海外メーカーとの

競争激化などにより、厳しい事業環境が続いております。国内市場で、きめ

細かい営業活動を実施するとともに、中国上海市に設立した販売会社では、

中国市場でのマーケティング活動を幅広く展開してまいります。国内の生産

拠点では生産技術や生産工程の改善などでコスト低減と生産性の向上を行い、

新技術や新製品の開発などで事業基盤の拡充を図ってまいります。

金属粉末事業においては、電子部品業界は変化が速いため、顧客ニーズに

対応できる体制づくりを整えてまいります。平成27年度につくば工場で検

査・分析室を備えた倉庫棟を建設し、生産から出荷までの一貫体制を構築し

ましたので、野田工場と連携して、操業度と生産性の向上を進めてまいりま

す。また、新製品の開発、微細化技術といった生産技術の開発、省人化によ

る生産工程の改善などで安全操業の推進と収益力の向上を図ってまいります。

－ 4 －

設備投資等の状況、資金調達の状況、対処すべき課題
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(5) 財産及び損益の状況の推移

当社グループの財産及び損益の状況の推移

区　　　分
第118期

(平成24年度)
第119期

(平成25年度)
第120期

(平成26年度)
第121期

(平成27年度)

売 上 高 11,671百万円 12,054百万円 13,167百万円 11,797百万円

営 業 利 益 637百万円 672百万円 969百万円 532百万円

経 常 利 益 622百万円 653百万円 973百万円 505百万円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

385百万円 396百万円 603百万円 312百万円

１株当たり当期純利益 31.53円 32.41円 49.38円 25.63円

総 資 産 10,430百万円 10,685百万円 11,053百万円 10,257百万円

純 資 産 4,282百万円 4,562百万円 5,057百万円 5,213百万円

１ 株 当 た り 純 資 産 350.47円 373.46円 414.04円 426.89円

（注）1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は期末発行済

株式総数により算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式

総数は、それぞれ自己株式数を控除して計算しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会　社　名 資　本　金 当社の議決権比率 主要な事業内容

日本アトマイズ加工株式会社 324,750千円 100％ 金属粉末の製造・販売

日銻精礦（上海）商貿有限公司 5,880千元 100％
アンチモン製品の中国国
内市場での販売

(7) 主要な事業内容（平成28年3月31日現在）

事　　　業 事　業　内　容

ア ン チ モ ン 事 業

合成樹脂製品に難燃助剤として添加される三酸化アンチモン、ポ
リエステルの重合触媒用として使用される三酸化アンチモン、ブ
レーキ減摩材として使われる三硫化アンチモン、ガラスの消泡剤
用あるいは耐熱性が求められる各種エンプラ樹脂の難燃用アンチ
モン酸ソーダ等の製造販売

金 属 粉 末 事 業

電子部品用金属粉（導電ペースト用の銅粉・貴金属粉やパワーイ
ンダクタ用軟磁性材としての鉄系合金粉等）、粉末冶金用金属粉
（精密モーター軸受用の青銅粉・黄銅粉・錫粉、自動車部品用の
銅粉・青銅粉・黄銅粉等）等の製造販売

－ 5 －
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(8) 主要な営業所及び工場（平成28年3月31日現在）

①　当社の主要な営業所及び工場

名　　　称 所　　在　　地

本 社 東京都新宿区下宮比町３番２号

大 阪 営 業 所 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目２番11号 大同生命南館

中 瀬 製 錬 所 兵庫県養父市吉井1198

②　子会社の事業所

名　　　称 所　　在　　地

日本アトマイズ加工株式会社
本社・野田工場：千葉県野田市西三ヶ尾87番16
つくば工場：茨城県牛久市桂町2200番47

日銻精礦（上海）商貿有限公司 本社：上海市長寧区婁山関路83号新虹橋中心大厦2628B室

(9) 従業員の状況（平成28年3月31日現在）

①　当社グループの使用人の状況

区　　　分 従業員数（名） 前連結会計年度末比増減（名）

ア ン チ モ ン 事 業 91 ±0

金 属 粉 末 事 業 121 ＋4

（注）従業員数には、嘱託社員を含み、パートタイマーは除いて記載しております。

②　当社の使用人の状況

従業員数（名） 前事業年度末比増減(名) 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

89 ±0 44.8 20.6

（注）従業員数には、嘱託社員を含み、パートタイマーは除いて記載しております。

－ 6 －

主要な営業所及び工場、従業員の状況
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(10) 主要な借入先（平成28年3月31日現在）

借　　入　　先 借　　入　　額

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 919,000千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 570,000千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 470,000千円

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 392,000千円

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 219,500千円

株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行 204,000千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 127,500千円

株 式 会 社 滋 賀 銀 行 100,000千円

株 式 会 社 伊 予 銀 行 40,000千円

２．会社の株式に関する事項（平成28年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 50,000,000株

(2) 発行済株式の総数 13,029,500株（自己株式816,772株を含む。）

(3) 株主数 2,415名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

福 田 金 属 箔 粉 工 業 株 式 会 社 1,804千株 14.77％

双 日 株 式 会 社 660 5.40

株 式 会 社 川 嶋 607 4.97

太 陽 鉱 工 株 式 会 社 594 4.86

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

481 3.94

Ｊ Ｘ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 397 3.25

株 式 会 社 三 光 301 2.46

親 和 物 産 株 式 会 社 286 2.34

矢 地 節 子 225 1.84

鈴 木 宏 明 208 1.70

（注）1.当社は自己株式816,772株を保有していますが、上記大株主からは除いております。

2.持株比率は自己株式（816,772株）を控除して計算しております。

－ 7 －

主要な借入先、会社の株式に関する事項
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３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（平成28年3月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 木 嶋 正 憲 日本アトマイズ加工株式会社 代表取締役社長

専 務 取 締 役 渡 邉 繁 樹 経理部長

常 務 取 締 役 坂 東 二 郎
海外事業部長
日銻精礦（上海）商貿有限公司 董事長

取 締 役 渡 邉 理 史
企画管理部長
日本アトマイズ加工株式会社 取締役

取 締 役 若 林 武 則 中瀬製錬所長

取 締 役 加 藤 英 夫
福田金属箔粉工業株式会社 専務取締役 営業本部長
日本アトマイズ加工株式会社 社外取締役

常 勤 監 査 役 鳩 川 勝 美 日本アトマイズ加工株式会社 監査役

監 査 役 岡 田 民 雄 日本坩堝株式会社 取締役会長

監 査 役 富 田 清 隆 双日株式会社 石炭・金属本部 非鉄・貴金属部 プロジ
ェクト担当部長

（注）１．取締役加藤英夫氏は、社外取締役であります。

２．監査役岡田民雄氏及び富田清隆氏は、社外監査役であります。
なお、当社は岡田民雄氏を東京証券取引所の上場規則で定める「独立役員」として同
取引所に届出を行っております。

３．当事業年度中における取締役の地位及び担当等の異動は次のとおりであります。

氏 名 異 動 前 異 動 後 異動年月日

坂 東 二 郎
常務取締役海外事業部長
日銻精礦（上海）商貿有限
公司 董事長兼総経理

常務取締役海外事業部長
日銻精礦（上海）商貿有限
公司 董事長

平成27年11月1日

(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額

取 締 役 ６名 66,900千円

（ う ち 社 外 取 締 役 ） （１名） （2,400千円）

監 査 役 ３名 9,600千円

（ う ち 社 外 監 査 役 ） （２名） （2,400千円）

合　　　計 ９名 76,500千円

（うち社外役員） （３名） （4,800千円）
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（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．役員退職慰労金については、平成20年６月27日開催の第113期定時株主総会において、

役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給について決議いただいており、当事業年

度の引当計上はありません。

３．取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第111期定時株主総会において年額92

百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第111期定時株主総会において年額14

百万円以内と決議いただいております。

(3) 社外役員に関する事項

①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外取締役加藤英夫氏は、福田金属箔粉工業株式会社の専務取締役を兼

務しております。なお、同社は当社の主要株主であり当社発行済株式の

14.77%（自己株式816,772株を含まない持株比率）を保有しており、当社は

同社のＡ種類株式100,000株を保有しております。また同氏は当社子会社

の日本アトマイズ加工株式会社の社外取締役を兼務しております。

社外監査役岡田民雄氏は、日本坩堝株式会社の取締役会長を兼務してお

ります。なお、同社は当社発行済株式の0.41%（自己株式816,772株を含ま

ない持株比率）を保有しており、当社は同社発行済株式の1.87%を保有して

おります。

社外監査役富田清隆氏は、双日株式会社の石炭・金属本部 非鉄・貴金属

部 プロジェクト担当部長を兼務しております。なお、同社は当社の大株主

であり当社発行済株式の5.40%（自己株式816,772株を含まない持株比率）

を保有しており、また主要な取引先でもあります。

②当事業年度における主な活動状況

取締役　加藤英夫氏

当事業年度開催の取締役会には13回開催中12回出席し、企業経営にお

ける豊かな経験と高い見識に基づき、議案の審議において必要な発言を

適宜行っております。

監査役　岡田民雄氏

当事業年度開催の取締役会には13回開催中9回出席し、また、監査役会

には6回開催中5回出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保する

ための質問、助言等を行っております。

監査役　富田清隆氏

当事業年度開催の取締役会には13回開催中12回出席し、また、監査役

会には6回開催中6回出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保す

るための質問、助言等を行っております。
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５．会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 20,000千円

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬等の額 －千円

 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 20,000千円

  注1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の額を区分しておりませんので、上記金額にはこれらの合計額を記載しておりま

す。

    2.監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算

出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬

等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関

する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集される株主総会

において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

(5) 過去２年間の業務停止処分に関する事項のうち、会社が事業報告の内容と

すべきと判断した事項

①処分の対象者

新日本有限責任監査法人

②処分の内容

・契約の新規の締結に関する業務の停止　３ヶ月

　（平成28年1月1日から同年3月31日まで）

・業務改善命令（業務管理体制の改善）
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③処分理由

・株式会社東芝の平成22年３月期、平成24年３月期及び平成25年３月期

における財務書類の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のあ

る財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したこと。

・同監査法人の運営が著しく不当と認められたこと。

６．会社の体制及び方針

(1)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において内部統制システムの整備に関する基本方針につ

いて次のとおり決議しております。

① 取締役の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

取締役会は、取締役全員を以て構成し、法令・定款に定める職務のほか、

当社取締役会規則に基づき、会社の業務執行の決定、取締役の職務の執行の

監督を行う。

監査役は取締役会に出席して取締役に対する意見聴取を行うほか、経営委

員会等重要会議に出席して取締役の職務執行状況を監査する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

取締役は、その職務の執行に係る文書その他の情報につき、当社の「文書

管理規程」第３章（文書の保管、保存及び廃棄）第８条（保存及び保存期間）

別表－１に基づき、適切に保存及び管理を行う。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理については、「リスクマネジメント基本規程」に則り、当社が

対象とする諸々のリスクに対して所定の関連規程、マニュアル等に基づく実

践を通じて事業の継続、安定的発展を確保していく。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社では現在、取締役及び部長クラスにオブザーバーとして常勤監査役を

加えたメンバーを構成員とした経営委員会を設置し、会社経営の全般的執行

方針及び重要な経営施策事項について審議、基本方針の決定を行い、それを

踏まえて法令並びに当社取締役会規則で定められた事項については取締役会

でさらに審議し、決議を行うこととしている。

取締役会並びに経営委員会とも人数的にも十分な議論を尽くしての意思決

定が可能であり、内部統制機能も十分働いていると判断する。
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従い、当社では執行役員制は導入せず、取締役が連帯して経営責任と業務

執行責任の両面を担う、現行の体制で臨んでいくこととする。

⑤ 使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社は、既に品質管理システムの国際規格であるISO9001及び環境マネジメ

ントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しており、関係法規の

遵守並びに業務の効率性の追求は、それらの認証の維持活動を通じて行って

いる。なお、活動の成果についての検証は、定期的に行われる外部認証機関

による審査及び内部監査によってなされている。

また、コンプライアンスの徹底の一環として、グループ全体の役職員を対

象とした「インサイダー取引防止規程」を制定し、役職員の関連法規遵守に

ついての責務を定めている。

当社の規模に相応した体制として、ＩＳＯ関連の諸規定を遵守し、稟議規

程並びに個別権限基準に基づくシステムの適正な管理と運用を企画管理部が

行い、監査役が監視するという現行の体制で臨んでいくこととする。

⑥ 企業集団における業務の適正を確保するための体制

企業集団における開示情報の適正性の確保については、当社はグループ経

営理念として「法令・規則を遵守し、適時・適切な企業情報の開示を心がけ、

公明正大で透明性の高い経営を推進することで、お取引先様や株主様の信用

を得られるようにたゆむことなく努力する」ことを掲げている。

この理念の下に、開示する情報については今後とも経営委員会あるいは取

締役会で審議、承認、報告の手続きを経ることとし、取締役は信頼性のある

財務報告の提供が企業としての責務であるという認識を絶えず持ち続ける。

また、当社子会社のガバナンスについては、当社から取締役並びに監査役

を派遣し、子会社の取締役会に出席するとともに、経営上のリスク発生の可

能性が見られると判断された場合には、当社から派遣された取締役や監査役

を通じて、子会社全体、あるいは特定部門に対して重点的な内部監査を行う

仕組みが確保されており、子会社の経営を十分管理、監督できている。

さらに、毎月1回当社経営委員会メンバーに対する事業報告会を開催してお

り、経営状況を把握する体制も確保できている。

従い、今後とも現在の体制を維持していくこととする。
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⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事

項

将来監査役が補助使用人を求めた場合は、その必要度に応じて 適な組織

を取締役と監査役会が協議のうえ決定する。

使用人の取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の人事につい

ては監査役会の同意を得た上で取締役会が決定し、当該使用人は取締役の指

揮命令を受けないものとする。

⑧ 取締役・使用人が監査役（又は監査役会）に報告をするための体制、その他

の監査役（又は監査役会）への報告に関する体制

監査役（常勤監査役）は、取締役会のみならず、会社の重要な経営政策事

項を審議する経営委員会にオブザーバーとして出席する他、社内の主要会議

にも出席している。

また、社内稟議書は全て監査役の閲覧を経る体制となっており、監査役に

必要な報告がなされている現行体制を維持する。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

常勤監査役は、取締役会、経営委員会その他重要な会議に出席し、当社の

業務執行に関する報告を受けている。さらに、受注、生産、在庫、原価計算

等に関する情報を網羅したコンピュータデータベースにアクセスできる体制

となっており、また社内イントラネットにより、生産上並びに営業上の日々

の主要な情報を入手でき、顧客からのクレーム情報も文書にて常勤監査役に

回付されることになっている。

上記のとおり、監査を実施するにあたっての基本情報が十分提供される体

制となっているので、現行のシステムを維持する。

また、取締役と監査役とのコミュニケーションについては、両者の緊張関

係を維持しながら、定例の社内主要会議での意見交換のみならず、都度必要

に応じて意見交換の場を設営することとする。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制

当社は、社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を

持たず、これらの反社会的勢力に対しては、組織的に毅然とした態度で対応

する。

当社は、この基本的な考え方について役員及び全社員へ周知徹底を図り、

万一、反社会的勢力から不当要求を受けた場合の対応部署を企画管理部とし、

所轄警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携して対応することとする。
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(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① 取締役の職務執行

取締役会を13回開催し、法令・定款に定められた事項、経営に関する重要

事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。

② 監査役の職務執行

監査役は監査役会で定めた監査方針等に従って監査を実施しております。

取締役会、経営委員会、その他の重要な会議に出席し、適宜意見表明を行い、

決算書類や決裁済稟議書等の重要な書類を閲覧し、会計監査人との意見交換

会を実施し、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する

行為等を監視しております。

③ 財務報告に係る内部統制

財務報告の信頼性を確保するため、内部統制事務局は「財務報告に係る内

部統制基本方針」を制定し、この方針に基づいた監査及びウォークスルー等

を行い、当社グループの財務報告に係る信頼性の向上を図っております。

④ リスクマネジメント基本規程の改定

リスクマネジメントの強化のために、「内部通報制度規程」と「特定個人

情報取扱規程」を新たに制定しましたので、リスクマネジメント基本規程の

改定を行いました。

７．会社の支配に関する基本方針

(1) 当社の株主の在り方に関する基本方針

当社は、株主は市場での自由な取引を通じて決まるべきものと考えており

ます。従いまして、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断

は、 終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。

また、当社は、資本市場のルールに則り、株式を買い付ける行為それ自体を

否定するものではありません。

しかしながら、株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、当社の持続

的な企業価値増大のために必要不可欠な従業員、取引先、債権者等の利害関

係者との関係を損ね、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそ

れをもたらすものも想定されます。当社は、このような大規模な買付行為や

買付提案を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者として適当でないと考えております。

(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループは「環境と安全そして成長を 重要課題と認識し、社会との

共存を図り、より豊かで快適な生活環境を創るために必要な物づくりの一翼
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を担うことに、誇りを持って、たゆむことなく、挑み続ける」ことを基本理

念としております。

また、株主各位をはじめ、取引先、従業員、社会という全ての利害関係者

から支持を得て、企業の経済的価値の向上とともに、社会的責任や環境保全

の責務を果たすことが当社の企業価値を高め、ひいては株主共同の利益の確

保、向上に繋がるという認識に立ち、経営にあたっております。

上記の企業努力にもかかわらず、当社取締役会の賛同を得ることなく、特

定の株主グループの当社株式の保有割合が20％以上となるような当社株式の

買付けを行おうとする者に対して、①買付行為の前に、当社取締役会に対し

て当社が求める情報提供をすること、②その後、当社取締役会（別途設ける

独立委員会を含む）が、その買付行為を評価し、交渉・評価意見・代替案作

成の期間を設けることを要請するルールを策定し、このルールが遵守されな

い場合は、当社の企業価値・株主共同の利益に反する買付行為を抑止するた

めの枠組みが必要であると考えております。

そのため当社は、上記に対する取組みとして、平成25年5月15日開催の当社

取締役会の決議及び平成25年6月27日開催の第118期定時株主総会の決議に基

づき、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入

いたしております。

(3) 上記(2)の取組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、上記(2)の取組みが、上記(1)の基本方針に沿って策定さ

れ、当社の企業価値、株主共同の利益を確保・向上させるための取組みであ

り、株主各位の共同の利益を損なうものではないと判断します。

また、当該買収防衛策は、取締役会によって恣意的な判断がなされること

を防ぐため、独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を 大限尊重して買収

防衛策が発動されることが定められており、取締役の地位の維持を目的とす

るものではありません。

(注)本対応策は平成28年6月29日開催予定の当社定時株主総会（以下「本株主

総会」といいます。）の終結の時をもって有効期間が満了いたします。

当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、本対応策は本株主総

会終結の時をもって有効期間満了により終了し、継続しないことを決議

いたしました。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、剰余金の配

当につきましては、株主資本に対するコストであるとの認識に立ち、配当と内
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部留保のバランスのとれた利益配分を考えていきます。

具体的には、安定的に配当を行うことと配当は中間配当及び期末配当の年2回

行うことを基本方針とし、連結ベースでの配当性向について25%前後を指標と

し、更なる収益力の向上を目指してまいります。

当期につきましては、中間配当は一株当たり5円を実施し、期末配当は、当期

の業績を総合的に勘案した結果、一株当たり5円の案を株主総会にお諮りさせて

いただきます。

－ 16 －

会社の体制及び方針、株式会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当の決定に関する方針



2016/05/24 11:53:54 / 15174318_日本精鉱株式会社_招集通知

連 結 貸 借 対 照 表
（単位：千円）

期　別

科　目

前連結会計年度

平成27年
3月31日現在

当連結会計年度

平成28年
3月31日現在

期　別

科　目

前連結会計年度

平成27年
3月31日現在

当連結会計年度

平成28年
3月31日現在

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原材料及び貯蔵品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建物及び構築物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

6,995,551

2,380,841

1,927,010

1,342,062

215,462

1,028,701

61,926

45,857

△6,309

4,056,264

3,580,719

1,184,763

832,878

42,495

1,478,590

41,991

60,053

415,491

203,024

63,627

148,839

1,508

1,508

5,897,856

2,563,260

1,465,015

1,037,012

194,650

512,114

48,161

82,085

△4,442

4,359,745

3,886,153

1,534,334

751,712

81,581

1,478,590

39,934

52,279

421,312

194,631

86,453

140,228

77

77

流 動 負 債 4,097,169 3,652,515

支払手形及び買掛金 814,736 618,375

電 子 記 録 債 務 402,099 290,612

短 期 借 入 金 1,873,500 2,082,000

未 払 金 200,862 246,256

未 払 法 人 税 等 239,525 83,257

賞 与 引 当 金 115,149 103,783

役員賞与引当金 13,620 9,000

そ の 他 437,676 219,229

固 定 負 債 1,898,868 1,391,720

社 債 18,000 -

長 期 借 入 金 1,444,500 960,000

退職給付に係る負債 313,759 312,755

繰 延 税 金 負 債 54,073 51,123

資 産 除 去 債 務 35,220 35,571

そ の 他 33,313 32,270

負 債 合 計 5,996,037 5,044,235

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 5,041,303 5,207,092

資 本 金 1,018,126 1,018,126

資 本 剰 余 金 564,725 564,725

利 益 剰 余 金 3,606,284 3,772,716

自 己 株 式 △147,832 △148,476

その他の包括利益累計額 15,984 6,352

その他有価証券評価差額金 1,126 △4,702

為 替 換 算 調 整 勘 定 14,857 11,054

純 資 産 合 計 5,057,287 5,213,444

資 産 合 計 11,053,325 10,257,680 負債及び純資産合計 11,053,325 10,257,680

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
（単位：千円）

期　別

科　目

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

売 上 高 13,167,474 11,797,708

売 上 原 価 11,292,570 10,347,048

売 上 総 利 益 1,874,903 1,450,659

販売費及び一般管理費 905,787 917,987

営 業 利 益 969,115 532,672

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,531 1,249

受 取 配 当 金 4,472 4,218

為 替 差 益 17,600 －

助 成 金 収 入 19,600 16,710

保 険 解 約 返 戻 金 － 3,588

そ の 他 13,429 57,957 5,910 31,676

営 業 外 費 用

支 払 利 息 39,120 32,294

為 替 差 損 － 10,483

そ の 他 14,231 53,351 16,046 58,823

経 常 利 益 973,720 505,525

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 241 241 600 600

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 6,986 6,986 12,160 12,160

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 966,976 493,966

法人税、住民税及び事業税 365,103 190,414

法 人 税 等 調 整 額 △1,289 △9,446

当 期 純 利 益 603,162 312,998

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
603,162 312,998

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,018,126 564,725 3,606,284 △147,832 5,041,303

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △146,566 △146,566

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 312,998 312,998

自 己 株 式 の 取 得 △643 △643

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 166,432 △643 165,788

当 期 末 残 高 1,018,126 564,725 3,772,716 △148,476 5,207,092

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利
益累計額合計

当 期 首 残 高 1,126 14,857 15,984 5,057,287

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △146,566

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 312,998

自 己 株 式 の 取 得 △643

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △5,828 △3,803 △9,632 △9,632

当 期 変 動 額 合 計 △5,828 △3,803 △9,632 156,156

当 期 末 残 高 △4,702 11,054 6,352 5,213,444

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連　結　注　記　表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の数及び名称

イ．連結子会社の数　　　２社

ロ．連結子会社の名称

日本アトマイズ加工㈱

日銻精礦（上海）商貿有限公司

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　海外連結子会社の日銻精礦（上海）商貿有限公司の決算日は12月31日でありますが、

決算日の差異が３ヶ月を超えていないため、連結計算書類の作成にあたっては、同日現

在の計算書類を使用しております。なお、連結決算日との差異期間における重要な取引

については、連結上必要な調整を行っております。

　また、国内連結子会社の日本アトマイズ加工㈱の決算日は、連結決算日と同一でありま

す。

(3) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額金は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．デリバティブ

時価法を採用しております。

ハ．たな卸資産

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）を採用しております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　４～50年

機械装置及び運搬具　４～７年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間に基づく定額

法を採用しております。
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ハ．リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ただし、当連結会計年度における該当事項はありません。

ニ．長期前払費用

定額法を採用しております。

③重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して

おります。

ロ．賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、従業員賞与の支給見込額のうち当連結会計年度負担

額を計上しております。

ハ．役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。

④その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る会計処理の方法

当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職一

時金制度については、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業

年金制度については、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方

法を用いた簡便法を適用しております。

ロ．重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として計上しております。

なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換

算調整勘定に含めて計上しております。

ハ．繰延資産の処理方法

社債発行費

　社債償還期間にわたり均等償却しております。

ニ．消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。

２．会計方針の変更に関する注記

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合

会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年

９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会

計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年

度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本

剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す

る方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会

計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示
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の変更を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第

44－５項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、

当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。

３．表示方法の変更に関する注記

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、区分掲記していた営業外収益の「受取保険金」は金額的重要性

が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。また、「そ

の他」に含めて表示していた「保険解約返戻金」は、金額的重要性が増したため、当連結会

計年度より区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「保険解約返戻金」は1,324千円であります。

４．追加情報

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を

改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年

４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりま

した。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の

32.7％から平成28年４月１日に開始する連結会計年度及び平成29年４月１日に開始する連

結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.4％に、平成30年４月１日に開始す

る連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.2％となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額が8,239千円、繰延税金負債の金額が2,690千

円、その他有価証券評価差額金が114千円、それぞれ減少し、法人税等調整額は5,434千円増

加しております。

５．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保資産及び担保付債務

①担保に供している資産

建物及び構築物　　　　　　　　　　　　965,893千円

機械装置及び運搬具　　　　　　　　　　478,561千円

工具、器具及び備品　　　　　　　　　　 44,097千円

土地　　　　　　　　　　　　　　　　　666,212千円

建設仮勘定　　　　　　　　　　　　　　　　437千円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　2,155,202千円

（注）上記の資産については工場財団抵当権を設定しております。

②担保に係る債務

短期借入金　　　　　　　　　　　　　　165,000千円

長期借入金　　　　　　　　　　　　　　675,000千円

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　840,000千円

　(2)有形固定資産の減価償却累計額  7,246,913千円
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６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度期首株式数(株) 当連結会計年度増加株式数(株) 当連結会計年度減少株式数(株) 当連結会計年度末株式数(株)

発行済株式

普通株式 13,029,500 － － 13,029,500

自己株式

普通株式(注) 815,030 1,742 － 816,772

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

(2) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

決　　議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基　準　日 効力発生日

平成27年6月26日 
定時株主総会

普通株式 85,501 7.0 平成27年3月31日 平成27年6月29日

平成27年11月6日
取締役会

普通株式 61,065 5.0 平成27年9月30日 平成27年12月4日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる

もの

平成28年６月29日開催の定時株主総会において次のとおり付議いたします。

決　　議
株式の
種　類

配当金
の総額
(千円)

配当の原資
１ 株 当 た り
配当額(円)

基　準　日 効力発生日

平成28年6月29日
定時株主総会

普通
株式

61,063 利益剰余金 5.0 平成28年3月31日 平成28年6月30日

(3) 新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

７．金融商品に関する注記

　(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金及び安全性の高い金融資産に限定し、

また、資金調達については主に銀行借入による方針であります。デリバティブは、将来の

為替の変動及び金利の変動によるリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は

行いません。

②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、

海外売上高等の外貨建ての営業債権については、為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに未払金は、そのほとんどが5ヶ

月以内の支払期日であります。一部、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の
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変動リスクに晒されております。借入金は主に営業取引及び設備投資にかかる資金調達で、

償還日は 長で4年11ヶ月後であります。変動金利の借入金は、金利変動のリスクに晒され

ております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替変動リスクの回避を目的とし

た先物為替予約及び、一部の借入金に係る金利変動リスクの回避を目的とした、金利スワ

ップ取引であります。

③金融商品に係るリスク管理体制

イ.信用リスク(取引先の契約不履行等に関するリスク)の管理

当社は、与信管理実施要領に従い、営業債権について、取引先の状況を定期的にモニ

タリングし、取引相手ごとの期日管理及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等

による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。連結子会社についても、当社の与

信管理実施要領に準じた方法による管理を行っております。デリバティブ取引について

は、取引相手先を、信用力のある大手金融機関に限定しているため、信用リスクはきわ

めて低いと認識しております。

ロ.市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建ての営業債権債務について、為替の変動によるリスクを回避

するために先物為替予約を行っております。投資有価証券の時価については、定期的に

時価や発行体の財務状況を把握し、保有状況を継続的に見直しております。デリバティ

ブ取引の執行・管理に関しては担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。

ハ.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更

新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。

連結貸借対照表

計上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 2,563,260 2,563,260 －

(2）受取手形及び売掛金 1,465,015 1,465,015 －

(3）投資有価証券 88,031 88,031 －

資産計 4,116,307 4,116,307 －

(1）支払手形及び買掛金 618,375 618,375 －

(2）電子記録債務 290,612 290,612 －

(3）短期借入金 2,082,000 2,082,000 －

(4) 長期借入金 960,000 961,389 1,389

負債計 3,950,987 3,952,377 1,389

デリバティブ取引

①ヘッジ会計が適用されていないもの

②ヘッジ会計が適用されているもの

△8,609

－

△8,609

－

－

－

デリバティブ取引計 △8,609 △8,609 －

（注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

 資　産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負　債

(1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似してい

ることから、当該帳簿価額によっております。

(4)長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。
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デリバティブ取引

 ①ヘッジ会計が適用されていないもの

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

イ．通貨関連

　区分
デリバティブ取引
の種類等

契約額
（千円）

契約額のうち
1年超（千円）

　時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引
以外の取引

為替予約取引
売建　米ドル
買建　米ドル
　　　人民元

13,923
154,483
10,589

－
－
－

50
△261

6

150
△261

6

　合　　計 178,996 － △204 △204

ロ．金利関連

　区分
デリバティブ取引
の種類等

契約額
（千円）

契約額のうち
1年超（千円）

　時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引
以外の取引

金利スワップ取引

変動受取・固定支払 420,000 337,500 △8,404 △8,404

　合　　計 420,000 337,500 △8,404 △8,404

 ②ヘッジ会計が適用されているもの

　　該当事項はありません。

（注)2.非上場株式（連結貸借対照表計上額106,600千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャ

ッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認めら

れるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

８．賃貸等不動産に関する注記

当社では、東京都においてオフィスビル（借地権を含む）、兵庫県において遊休土地を有し

ており、オフィスビルの一部を賃貸しております。平成28年３月期における当該賃貸等不動産

に関する賃貸損益は、19,541千円（賃貸費用控除後の金額を売上高に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当該連結会計年度増減額及び時価は、次

のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
当連結会計年度末の時価

（千円）
当連結会計年度

 期首残高（千円）

当連結会計年度

 増減額（千円）

当連結会計年度末

 残高（千円）

40,242 2,078 42,321 281,460

(注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注)2.当期の主な増加額は建物附属設備の取得であり、主な減少額は減価償却によるものであ

ります。

(注)3.当期末の時価は、オフィスビルについては社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書

に基づく金額、遊休土地については、適切に市場価格を反映していると考えられる指標

に基づく金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の

評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていな

い場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
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９．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 426.89円

１株当たり当期純利益 25.63円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

親会社株主に帰属する当期純利益 312,998千円

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

312,998千円

普通株式の期中平均株式数 12,213,313株
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貸　借　対　照　表
（単位：千円）

期　別

科　目

前事業年度
平成27年

3月31日現在

当事業年度
平成28年

3月31日現在

期　別

科　目

前事業年度
平成27年

3月31日現在

当事業年度
平成28年

3月31日現在

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原材料及び貯蔵品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有形固定資産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車両及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無形固定資産

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関係会社出資金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

会 員 権

そ の 他

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

4,146,743

954,113

10,906

1,482,187

861,232

785,702

5,320

36,977

16,025

△5,723

1,700,561

502,514

296,763

36,743

134,145

3,042

19,784

4,545

7,488

45,458

30,875

13,745

837

1,152,588

200,377

731,700

5,000

95,256

2,106

63,627

14,246

40,274

643

643

3,765,058

1,741,488

11,797

987,055

633,507

329,721

4,509

26,459

34,345

△3,828

1,755,558

558,019

370,690

49,447

103,894

5,136

17,234

4,545

7,069

41,737

30,875

10,023

837

1,155,802

192,952

731,700

5,000

95,256

775

86,453

14,246

29,418

77

77

流 動 負 債 1,635,289 1,746,953

買 掛 金 284,010 292,271

短 期 借 入 金 1,041,500 1,250,000

1年内償還予定の社債 28,000 18,000

未 払 金 37,864 26,981

未 払 費 用 39,549 32,264

未 払 法 人 税 等 78,773 5,702

未 払 消 費 税 等 26,628 57,669

預 り 金 3,612 3,747

前 受 収 益 3,691 4,814

賞 与 引 当 金 77,580 55,239

役員賞与引当金 13,620 -

そ の 他 457 261

固 定 負 債 800,466 508,424

社 債 18,000 -

長 期 借 入 金 475,000 202,500

退職給付引当金 245,579 243,282

資 産 除 去 債 務 30,020 30,371

長期預り保証金 18,198 18,603

長 期 未 払 金 13,667 13,667

負 債 合 計 2,435,756 2,255,378

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 3,411,397 3,269,683

資 本 金 1,018,126 1,018,126

資本剰余金 564,725 564,725

資 本 準 備 金 564,725 564,725

利益剰余金 1,976,378 1,835,307

利 益 準 備 金 104,512 104,512

その他利益剰余金 1,871,866 1,730,795

資産圧縮積立金 26,888 26,418

別 途 積 立 金 640,390 640,390

繰越利益剰余金 1,204,587 1,063,986

自 己 株 式 △147,832 △148,476

評価・換算差額等 795 △4,367

その他有価証券評価差額金 795 △4,367

純 資 産 合 計 3,412,192 3,265,316

資 産 合 計 5,847,948 5,520,694 負債及び純資産合計 5,847,948 5,520,694

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書
（単位：千円）

期　別

科　目

前事業年度

(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

売 上 高 7,209,390 6,089,199

売 上 原 価 6,368,646 5,632,033

売 上 総 利 益 840,744 457,166

販売費及び一般管理費 518,235 496,233

営業利益（△は損失） 322,508 △39,067

営 業 外 収 益

受取利息及び受取配当金 99,640 67,714

為 替 差 益 22,526 －

そ の 他 16,149 138,315 13,676 81,390

営 業 外 費 用

支 払 利 息 18,901 14,960

為 替 差 損 - 5,636

そ の 他 8,418 27,320 9,711 30,308

経 常 利 益 433,503 12,014

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 241 241 369 369

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1,781 1,781 12,150 12,150

税 引 前 当 期 純 利 益 431,964 233

法人税、住民税及び事業税 130,213 4,784

法 人 税 等 調 整 額 6,047 △10,045

当 期 純 利 益 295,703 5,495

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

（単位：千円）

株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本

資  本  金

資　　本
剰 余 金

利　　　益　　　剰　　　余　　　金

資　　本
準 備 金

資　本
剰余金
合　計

利　　益
準 備 金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

資産圧縮
積 立 金

別　　途
積 立 金

繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,018,126 564,725 564,725 104,512 26,888 640,390 1,204,587 1,976,378

当 期 変 動 額

資産圧縮積立金の取崩 △1,107 1,107 －

実効税率変更に伴う積
立 金 の 増 加 額 637 △637 －

剰余金の配当 △146,566 △146,566

当 期 純 利 益 5,495 5,495

自己株式の取得

株主資本以外の
項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △469 － △140,601 △141,070

当 期 末 残 高 1,018,126 564,725 564,725 104,512 26,418 640,390 1,063,986 1,835,307

株　主　資　本 評価・換算差額等
純 資 産
合　　計

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △147,832 3,411,397 795 795 3,412,192

当 期 変 動 額

資産圧縮積立金の取崩 － －

実効税率変更に伴う積
立 金 の 増 加 額 － －

剰余金の配当 △146,566 △146,566

当 期 純 利 益 5,495 5,495

自己株式の取得 △643 △643 △643

株主資本以外の
項 目 の 当 期
変 動 額 ( 純 額 )

△5,162 △5,162 △5,162

当 期 変 動 額 合 計 △643 △141,713 △5,162 △5,162 △146,876

当 期 末 残 高 △148,476 3,269,683 △4,367 △4,367 3,265,316

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 30 －
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個　別　注　記　表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

イ．子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ．その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

②　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

但し、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　７～50年

機械及び装置　　　４～７年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間に基づく定額法

を採用しております。

③　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

ただし、当事業年度における該当事項はありません。

④　長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。

②賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、従業員賞与の支給見込額のうち当事業年度に帰属する

部分を計上しております。

－ 31 －
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③役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
　ただし、当事業年度における該当事項はありません。

④退職給付引当金
当社は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職一時金制度については、退職

給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度については、直近の
年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用してお
ります。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
①繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間にわたり均等償却しております。

②外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と
して処理しております。

③消費税等の会計処理方法
　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記
　　　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合

会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年
９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費
用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の
期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額
の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更しております。

　　　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)及び事業分離等会
計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来
にわたって適用しております。

　　　これによる計算書類に与える影響はありません。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額
(2) 関係会社に対する短期金銭債務

3,569,602千円
4,479千円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
売上高
仕入高
販売費及び一般管理費

2,890千円
315,555千円
1,397千円

営業取引以外の取引高 72,900千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当期首株式数(株) 当期増加株式数(株) 当期減少株式数(株) 当期末株式数(株)

自己株式

普通株式 815,030 1,742 － 816,772

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

－ 32 －
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６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産(流動)

賞与引当金 16,792千円

繰越欠損金

その他

7,256千円

3,312千円

繰延税金資産(流動)計 27,361千円

繰延税金負債(流動）

　未収還付事業税 901千円

繰延税金負債（流動）計 901千円

繰延税金資産(流動）純額 26,459千円

繰延税金資産(固定)

退職給付引当金 66,880千円

資産除去債務 8,735千円

繰越欠損金 20,791千円

その他 5,460千円

繰延税金資産(固定)小計 101,867千円

評価性引当額 △3,473千円

繰延税金資産（固定）計 98,394千円

繰延税金負債(固定)

資産圧縮積立金 11,439千円

その他 501千円

繰延税金負債(固定)計 11,941千円

繰延税金資産(固定)純額 86,453千円

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正）
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改

正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年４月１
日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴
い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.7％から平成28
年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる
一時差異等については30.4％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれ
る一時差異等については、30.2％となります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は6,687千

円、その他有価証券評価差額金は106千円減少し、法人税等調整額は6,581千円増加しておりま
す。

７．関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

－ 33 －
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８．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 267.37円

１株当たり当期純利益 0.45円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
いては、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。

１株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

当期純利益 5,495千円

普通株式に係る当期純利益 5,495千円

普通株式の期中平均株式数 12,213,313株

－ 34 －

個別注記表



2016/05/24 11:53:54 / 15174318_日本精鉱株式会社_招集通知

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年5月17日

日 本 精 鉱 株 式 会 社
取　締　役　会　 御中

   新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 竹 　 栄 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伊 藤 恭 治 ㊞

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、日本精鉱株式会
社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの連結会計年度の連
結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これに
は、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が
国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応
じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に
関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針
及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、日本精鉱株式会社及び連結子会社か
らなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以　　上

－ 35 －
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個別の計算書類等に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年5月17日

日 本 精 鉱 株 式 会 社
取　締  役　会　 御中

   新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 大 竹 　 栄 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伊 藤 恭 治 ㊞

当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、日本精鉱
株式会社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第１２１期
事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することに
ある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びそ
の附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した

と判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一

般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びそ
の附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。
以　　上

－ 36 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第121期事業年
度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実
施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、職務の分担等に従い、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図
り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で
監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の
状況を調査いたしました。また、子会社については、常勤監査役が子
会社の監査役も兼務しており、取締役会等に出席するとともに、取締
役等と意思疎通及び情報の交換を図るほか、重要な決裁書類等を閲覧
し、事業及び経営管理の状況を把握いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取
締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統
制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の
状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を
表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方
針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の
状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適切に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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２．監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を
正しく示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違
反する重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配
する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認め
られません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3
号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共
同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持
を目的とするものではないと認めます。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人　新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果
　会計監査人　新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当
であると認めます。

平成28年5月18日

日本精鉱株式会社　監査役会

常勤監査役 鳩 川 勝 美 ㊞

社外監査役 岡 田 民 雄 ㊞

社外監査役 富 田 清 隆 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の配当の件
　当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案
いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。
　期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類　　　　　　　　　　金銭
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株当たり金　５円　　総額　61,063,640円
　なお、中間配当を５円実施しておりますので、当期の年間配当金は
１株当たり10円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日　　　平成28年６月30日

第２号議案　監査役２名選任の件

　　監査役鳩川勝美、富田清隆の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了とな

りますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。

　　なお、本議案の提出にあたっては監査役会の同意を得ております。

　　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者

番　号

ふ り が な

氏 名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当

社の株式数

１

※
まちだ ひろはる

町 田 博 治
(昭和30年2月12日生)

昭和52年４月　日商岩井株式会社入社
平成14年２月　同社エネルギー・金属資源カン

パニー 軽金属・銅原料部 副部
長

平成16年４月　当社入社 営業部 部長代理
平成16年７月　当社営業部長
平成19年６月　当社取締役 営業部長
平成22年５月　日本アトマイズ加工株式会社
　　　　　　　取締役
平成23年５月　同社常務取締役 営業開発本部

長 兼 管理本部長
平成24年４月　同社常務取締役 営業本部長
　　　　　　　兼 管理本部長
平成25年10月　同社常務取締役 管理管掌
平成28年５月　同社監査役（現任）

9,906株
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候補者

番　号

ふ り が な

氏 名
生 年 月 日

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当

社の株式数

２
とみたきよたか

富 田 清 隆
(昭和33年1月21日生)

昭和56年４月　東京芝浦電気株式会社（現東

芝）入社

昭和64年１月　日商岩井株式会社入社

平成12年２月　同社金属鉱石部第一課長

平成20年４月　双日株式会社 エネルギー・金

属部門 金属資源本部 非鉄・貴

金属部長

平成21年６月　当社監査役(現任)

平成22年４月　双日株式会社 石炭・非鉄金属

本部 非鉄・貴金属部長

平成24年４月　同社合金鉄・非鉄担当部門長補

佐

平成25年４月　同社エネルギー・金属部門 鉄

鋼・金属資源本部 非鉄・貴金

属部プロジェクト担当部長

平成26年４月　同社エネルギー・金属部門 金

属・ユーティリティ本部 非鉄・

貴金属部プロジェクト担当部

長

平成27年４月　同社石炭・金属本部 非鉄・貴

金属部 プロジェクト担当部長

平成28年４月　同社石炭・金属本部 合金鉄・

非鉄貴金属部 プロジェクト担

当部長(現任)

－株

(注)1.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2.候補者　町田博治氏は当社並びに子会社において経営の要職を務めた経験から、当社の
経営全般に関する見識を有しており、客観的かつ適切な監査を行うことができると判断
したため、監査役の選任をお願いするものであります。

3.候補者　富田清隆氏は社外監査役候補者であります。同氏は製造業での勤務に加え、総
合商社に長年勤務し、そこで培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的か
つ公正に監査を行うことができることから、引き続き監査役としての選任をお願いする
ものであります。

4.候補者　富田清隆氏の当社の監査役における在任期間は、本定時株主総会終結の時をも
って7年であります。

5.※印は新任の監査役候補です。
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第３号議案　監査役の報酬枠改定の件

　現在の監査役の報酬等の枠は、平成18年６月29日開催の第111期定時株主総会

において、年額1,400万円としてご承認いただき今日に至っておりますが、経済

情勢が変化したことや監査役の責任が増大したことを考慮して、報酬等の枠を

年額3,000万円以内に改めさせていただきたく、ご承認をお願いするものであり

ます。

　なお、現在の監査役は３名でありますが、第２号議案が原案どおり可決され

ますと現在と同じ３名になります。

以　上
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メ　　モ
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メ　　モ
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株主総会会場ご案内略図
東京都新宿区下宮比町３番２号
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日本精鉱ビル
東京都新宿区下宮比町３番２号
℡ 03-3235-0021（代表）
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